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(57)【要約】
【課題】本発明は積層セラミックキャパシタに関する。
【解決手段】本発明による積層セラミックキャパシタは
、内部電極及び誘電体層が交互に積層された積層セラミ
ックキャパシタにおいて、前記内部電極の長さをＡとし
、前記内部電極が有する気孔を除いた内部電極の長さの
総合をＢとする場合、Ｂ／Ａを内部電極の連結性と定義
し、前記内部電極のうち一端から一定の長さだけの区間
を外側区間、前記外側区間を除いた残りの内部電極区間
を内側区間、前記内部電極の一端から前記積層セラミッ
クキャパシタの一面までの誘電体層を縁区間と定義する
場合、前記外側区間の長さは前記縁区間の０．１～０．
３倍であり、前記外側区間の内部電極は前記内側区間の
内部電極よりも低い連結性を有するように形成される。
【選択図】図３



(2) JP 2011-135033 A 2011.7.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部電極及び誘電体層が交互に積層された積層セラミックキャパシタにおいて、
　前記内部電極の長さをＡとし、前記内部電極が有する気孔を除いた内部電極の長さの総
合をＢとする場合、Ｂ／Ａを内部電極の連結性と定義し、
　前記内部電極のうち一端から一定の長さだけの区間を外側区間、前記外側区間を除いた
残りの内部電極区間を内側区間、前記内部電極の一端から前記積層セラミックキャパシタ
の一面までの誘電体層を縁区間と定義する場合、
　前記外側区間の長さは前記縁区間の０．１～０．３倍であり、
　前記外側区間の内部電極は前記内側区間の内部電極よりも低い連結性を有するように形
成される積層セラミックキャパシタ。
【請求項２】
　前記外側区間の内部電極の連結性は、前記内側区間の内部電極の連結性の０．５５～０
．９０倍であることを特徴とする請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項３】
　前記内部電極が有する気孔の一部にはセラミックが満たされることを特徴とする請求項
１または２に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項４】
　前記誘電体層の厚さは１０μｍ以下に形成されることを特徴とする請求項１から３の何
れか１項に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項５】
　前記誘電体層の積層数は１００～１０００であることを特徴とする請求項１から４の何
れか１項に記載の積層セラミックキャパシタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミックキャパシタに関し、より詳しくは、静電容量を安定して確保
しながら、熱衝撃によるクラック及び絶縁破壊を防止することができる積層セラミックキ
ャパシタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、多層セラミックキャパシタは、複数のセラミック誘電体シートと該複数のセ
ラミック誘電体シートの間に挿入された内部電極とを含む。このような多層セラミックキ
ャパシタは、小型サイズでありながらも、高い静電容量を具現することができ、基板上に
容易に実装できるため、多様な電子装置の容量性部品として広く使用されている。
【０００３】
　最近、電子製品の小型化と多機能化により、チップ部品も小型化及び高機能化される傾
向であるため、多層セラミックキャパシタも小型で高容量の製品が要求されている。従っ
て、近年は誘電体層の厚さが２μｍ以下、かつ積層数が５００層以上である積層セラミッ
クキャパシタが製造されている。
【０００４】
　ところで、このようなセラミック誘電体層の薄膜化及び高積層化により内部電極層が占
める体積比率が増加し、焼成及びリフローソルダリング等による回路基板への実装工程等
で加えられる熱衝撃によりセラミック積層体にクラック（ｃｒａｃｋ）または絶縁破壊が
発生するという問題がある。
【０００５】
　具体的に、セラミック層と内部電極層を形成する材料の熱膨張係数の差による応力がセ
ラミック積層体に作用して発生することをクラックと言い、これは積層セラミックキャパ
シタの上部及び下部の両側縁において特に多く発生するようになる。
【０００６】
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　また、熱変化によって誘電体の最上部と最下部に応力が発生するが、この際、電圧が印
加されると誘電層の絶縁破壊が発生する虞がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、静電容量を安定して確保しながら、熱衝撃によるセラミック積層体の
クラック及び絶縁破壊を効果的に防止することができる積層セラミックキャパシタを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施例による積層セラミックキャパシタは、内部電極及び誘電体層が交互に
積層された積層セラミックキャパシタにおいて、上記内部電極の長さをＡとし、上記内部
電極が有する気孔を除いた内部電極の長さの総合をＢとする場合、Ｂ／Ａを内部電極の連
結性と定義し、上記内部電極のうち一端から一定の長さだけの区間を外側区間、上記外側
区間を除いた残りの内部電極区間を内側区間、上記内部電極の一端から上記積層セラミッ
クキャパシタの一面までの誘電体層を縁区間と定義する場合、上記外側区間の長さは上記
縁区間の０．１～０．３倍であり、上記外側区間の内部電極は上記内側区間の内部電極よ
りも低い連結性を有するように形成されることができる。
【０００９】
　本発明の他の実施例による積層セラミックキャパシタにおける上記外側区間の内部電極
の連結性は、上記内側区間の内部電極の連結性の０．５５～０．９０倍であることができ
る。
【００１０】
　本発明のさらに他の実施例による積層セラミックキャパシタの内部電極が有する気孔の
一部にはセラミックが満たされることができる。
【００１１】
　本発明のさらに他の実施例による積層セラミックキャパシタの誘電体層の厚さは１０μ
ｍ以下に形成されることができる。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施例による積層セラミックキャパシタの誘電体層の積層数は１０
０～１０００であることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による積層セラミックキャパシタは、内部電極の端部の連結性を調節することに
よって、内部電極の端部で発生し易いクラック及び絶縁破壊の現象を防止することができ
る。
【００１４】
　また、連結性を調節する内部電極区間の長さを調節することによって、静電容量を安定
して確保しながら、効果的にクラック及び絶縁破壊の現象を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一般的な積層セラミックキャパシタの縦断面である。
【図２】本発明の一実施例による積層セラミックキャパシタの斜視図である。
【図３】図２のＩ－Ｉ'に沿って切断した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付された図面を参照して本発明が属する技術分野において通常の知識を有する
者が本発明を容易に実施することができるように好ましい実施例を詳しく説明する。但し
、本発明を説明するに当たって、関連する公知機能または構成についての具体的な説明が
本発明の旨を不明確にする虞があると判断される場合はその詳細な説明を省略する。
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【００１７】
　また、類似した機能及び作用をする部分については、図面全体において同一の符号を使
用する。
【００１８】
　なお、明細書全般において、ある部分が他の部分と「連結」されているというのは、「
直接的に連結」されている場合だけでなく、その中間に他の素子を介して「間接的に連結
」されている場合も含む。また、ある構成要素を「含む」というのは、反対の記載が特に
無ければ、他の構成要素を除くのではなく、他の構成要素をさらに含むことができるとい
うことを意味する。
【００１９】
　図１は一般的な積層セラミックキャパシタの縦断面図である。
【００２０】
　図１を参照し、内部電極１０の連結性について下記のように定義する。
【００２１】
　積層セラミックキャパシタの内部に形成される内部電極１０は、一般的に、途切れ無く
完全には連結されてはいない。内部電極１０を形成する工程は、セラミックグリーンシー
トの一面にニッケル（Ｎｉ）等の金属粉末が含まれた導電性ペーストを用いて印刷する方
法で行われるため、内部に空き空間が多少残るようになる。
【００２２】
　従って、積層セラミックキャパシタを一定の方向に切断した断面から見たとき、内部電
極１０は完全に連結されておらず、あいだに気孔１１が存在するようになる。
【００２３】
　図１を参照すると、気孔を含む内部電極１０の長さをＡとし、気孔１１を除いた内部電
極部分の長さの総合をＢとするとき、内部電極の連結性はＢ／Ａであると定義することが
できる。
【００２４】
　内部電極の連結性による静電容量の変化、及び熱衝撃によるクラックの発生可能性の関
係について説明すると、下記の通りである。
【００２５】
　内部電極が高い連結性を有する場合、途切れがほとんど無く内部電極が形成されたため
、連結性が低い場合よりも大きい静電容量を確保することができる。しかし、内部電極を
形成する物質（例えば、ニッケル（Ｎｉ）等の金属物質であることができる。）とセラミ
ックの熱膨張係数の差から発生する段差により、熱衝撃を受ける場合にクラックまたは絶
縁破壊の現象が発生し易い。
【００２６】
　これに対し、内部電極が低い連結性を有する場合、静電容量の確保面では不利であるが
、内部電極を形成する物質とセラミックの熱膨張係数の差から発生する段差を緩和させる
効果があり、熱衝撃によるクラック及び絶縁破壊の現象を防止することができる。
【００２７】
　従って、安定した静電容量の確保と、熱衝撃によるクラック及び絶縁破壊現状の防止と
いう側面から、内部電極の連結性を適切な数値に調節する必要がある。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施例による積層セラミックキャパシタの斜視図である。
【００２９】
　図２を参照すると、本発明の一実施例による積層セラミックキャパシタは、キャパシタ
本体１と、外部電極２とを含むことができる。
【００３０】
　上記キャパシタ本体１は、その内部に複数の誘電体層が積層され、上記複数の誘電体層
の間に内部電極が挿入されることができる。この際、誘電体層は、チタン酸バリウム（Ｂ
ａ２ＴｉＯ３）により形成されることができ、内部電極はニッケル（Ｎｉ）、タングステ
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ン（Ｗ）、またはコバルト（Ｃｏ）等により形成されることができる。
【００３１】
　上記外部電極２は、上記キャパシタ本体１の両側面に形成されることができる。上記外
部電極２は、上記キャパシタ本体１の外表面に露出した内部電極と電気的に連結されるよ
うに形成されることによって外部端子の役割をすることができる。この際、上記外部電極
２は、銅（Ｃｕ）により形成されることができる。
【００３２】
　図３は、図２のＩ－Ｉ'に沿って切断した断面図である。
【００３３】
　図３を参照すると、本発明の一実施例による積層セラミックキャパシタは、内部電極１
０及び誘電体層２０が交互に積層されてキャパシタ本体１を形成する。
【００３４】
　上記内部電極１０の一端から一定の長さだけの区間を外側区間１４と、上記外側区間１
４を除いた残りの内部電極区間を内側区間１２と定義する。また、上記内部電極１０の一
端から上記キャパシタ本体１の一面までの誘電体層を縁区間１６と定義する。
【００３５】
　上記外側区間１４の内部電極の連結性を上記内側区間１２の内部電極よりも低く調節す
ることによって、熱衝撃によるクラック及び絶縁破壊の現象を効果的に防止することがで
きる。これは、一般的に内部電極１０と誘電体層２０の熱膨張係数の差による応力が集中
する内部電極１０の端部地点でクラック及び絶縁破壊の現象が発生し易いためである。
【００３６】
　この際、上記外側区間１４の長さと外側区間１４の内部電極の連結性の数値は、実験を
通じて適切に調節できる。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　表１は、本発明による積層セラミックキャパシタの縁区間の長さ（Ｘ）及び外側区間の
長さ（Ｙ）を変化させながら、熱衝撃によるクラックの発生頻度数及び静電容量に対して
実験した結果である。
【００３９】
　内部電極を形成するための導電性ペーストとして、粒子サイズ０．１～０．２μｍのニ
ッケル（Ｎｉ）粉末を使用し、ニッケル（Ｎｉ）含量は４０～５０％と製作した。
【００４０】
　各実施例では、縁区間の長さ（Ｘ）に対する外側区間の長さ（Ｙ）の比率（Ｙ／Ｘ、以
下、寸法比率という）を、０から０．５まで変化させながら熱衝撃によるクラックの発生
及び静電容量を測定した。この際、熱衝撃試験は３２０℃の鉛槽に２秒間浸漬させる方式
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で行われた。
【００４１】
　また、実施例全体において、内側区間１２及び外側区間１４の連結性は、それぞれ９０
及び６０と設定した。
【００４２】
　表１を参照すると、寸法比率が０．１以上であるときに熱衝撃によるクラックが効果的
に防止できることが分かった。一方、寸法比率が０．３を超過する場合は静電容量が大幅
に減少することが分かった。
【００４３】
　従って、寸法比率を０．１～０．３に調節する場合、静電容量を安定して確保しながら
クラックを効果的に防止することができる。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　表２を参照すると、外側区間の内部電極の連結性が、内側区間の内部電極の連結性の約
０．５５倍未満である場合に静電容量が急激に低下し、約０．９倍超過である場合にクラ
ックの発生率が増えることが確認できた。
【００４６】
　従って、外側区間の内部電極の連結性が内側区間の内部電極の連結性の０．５５～０．
９０倍になるように設定する場合、静電容量を安定して確保しながらクラックを効果的に
防止することができる。
【００４７】
　本発明は、上述した実施形態及び添付された図面によって限定されるものではなく、本
発明の技術的思想を外れない範囲内において様々な形態の置換、変形及び変更が可能であ
ることは当技術分野において通常の知識を有する者には自明である。
【符号の説明】
【００４８】
１　キャパシタ本体
２　外部電極
１０　内部電極
２０　誘電体層
１１　気孔
１２　内側区間
１４　外側区間
１６　縁区間
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【図１】

【図２】

【図３】
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